
1 

 

第４回 京丹後市庁舎整備検討委員会 会議録 

 

〇 開催日時  令和2年11月10日（火）午後1時30分～午後3時50分 

〇 開催場所  京丹後市役所 2階 201～203会議室 

〇 出席者氏名 

・京丹後市庁舎整備検討委員会委員 

    藤村肇委員、川口勝彦委員、井本勝己委員、下岡啓二郎委員、入江範久委員、 

森本賢一郎委員、行待佳平委員、村岡繁樹委員、江浪敏夫委員、野村拓也委員、 

中村基彦委員、藤井美枝子委員、大西啓代委員、小林朝子委員、松本純子委員 

  ・京丹後市庁舎整備検討委員会アドバイザー 

大庭哲治アドバイザー、水嶋式行アドバイザー 

  ・事務局 

    川口市長公室長、松本政策企画課長、平課長補佐 

    山本都市計画・建築住宅課長、安達主任 

〇 次第 

１ 開会 

２ 委員長挨拶 

３ 会議録確認者の指名 

４ 議題 

（１）庁舎整備・庁舎再配置の推進状況の検討、評価について 

（２）庁舎整備・庁舎再配置のあり方について 

５ 次回の委員会日程について 

６ 閉会 

〇 公開又は非公開の別  公開 

〇 傍聴人の人数  7人 

〇 要旨 

《議事経緯》 

事 務 局 ： 定刻となりましたので始めたいと思います。ただ今から令和2年度第4回

京丹後市庁舎整備検討委員会を開会いたします。委員の皆様におかれまし

ては大変お忙しいなか、また足元の悪いなかご出席をいただきまして誠に

ありがとうございます。本日の委員会でございますが、欠席の連絡を受け

ていますのは、京都府北部地域連携都市圏振興社京丹後地域本部の齊藤委

員様、老人クラブ連合会の森口委員様、社会福祉協議会の藤田委員様、文

化協会の田﨑委員様でございます。京丹後市庁舎整備検討委員会条例第6

条第2項の規定によりまして、委員の過半数の出席がありますので本日の

会議が成立していることをご報告させていただきます。それでは開会にあ

たりまして行待委員長からご挨拶をいただきます。よろしくお願いしま

す。 
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委員長   ： こんにちは。皆さんご苦労様でございます。11月に入りまして、11月6

日はカニの解禁ということで、いろんな方々が丹後においで頂いてる状況

かなと思います。他方で、国内も含めて世界中でやっぱりコロナ感染はな

かなか収まらない状況になってまして、少し不安を感じながら毎日生活を

送っています。第4回ということで、今まで1、2、3回と重ねてまいりまし

て、色々なご意見を頂きました。第4回である程度のご意見の取りまとめ

ができたらなというような形で、本日の会を迎えたいと思っております。

忌憚のないご意見を頂きまして、検討の最終的なところまで、今回と来月

ありますけども、皆さんのご意見を賜りたいと思っております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

事 務 局 ： ありがとうございました。次に資料の確認をさせていただきます。 

（配布資料の確認） 

それでは京丹後市庁舎整備検討委員会条例第6条第1項の規定によりまし

て、委員長が会議の議長となります。ここからは委員長に議事進行をお世

話になりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

委員長   ： それでは次第に沿いまして進めさせていただきます。まず会議録確認者

の指名をいたします。京丹後市審議会等の会議の公開に関する条例施行規

則第5条第2項の規定により、会議録の内容について会長が示したものの確

認を得るものとされていますので、私から指名させていただきます。大変

お手数でございますが、京丹後市区長連絡協議会の入江様、京都府漁業協

同組合の村岡様にお世話になりたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。それでは早速ですが、議題に入っていきたいと思います。 

第2回、第3回委員会では、これまでに計画のあった増築等による庁舎整備

と庁舎再配置の二つの計画について、現状の評価をするため委員の皆様か

らご意見を頂いてまいりました。また第3回の委員会で事務局がまとめた

資料の評価項目とその考察について、委員の皆さんから意見を聴取するこ

ととなり、事務局の方で取りまとめをさせていただきました。本日の委員

会では、引き続きこれまでの二つの計画についての議論をしていただきま

して、計画の優位性を判断していただきたいと考えております。それでは

次第4、（1）庁舎整備、庁舎再配置の推進状況の検討・評価について、事

務局から説明をお願い致します。 

事 務 局 ： （資料1～3について説明） 

委員長   ： 事務局から説明がありましたので、各委員からご意見を賜りたいと思い

ます。もう3回終わってます。かなり質問事項は事務局に対してそれぞれ

委員から出たと思います。質問あればいただければと思うんですけども、

ご意見を賜りたいと思いますので、どなたからでも結構でございますので

ご意見いただければと思います。 

委員    ： 意見と言いますか、質問を含めてという格好になると思いますけども、

分散型と集約型で問題になる点と言いますと、職員の移動における事故で
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すね。これが果たしてどうなのかと言うことが大事な観点かなと思いま

す。それと今までの3回の中でいろんな指標を出していただきましたけど

も、果たしてこれだけの指標だけで、分散型がいいのか集中型がいいのか

というのを判断というのは、非常に難しいと私は思ってます。特に財政状

況4年間という短いものしか出せないということでありましたけども、や

はり一番気になるのは市の債務ですね。それが将来的にどういう格好にな

ってくるのか。新しい庁舎、また分散型の庁舎、どちらでも一緒の事なん

ですけども、当然どちらも借金でと言う中で、10年後20年後に市の財政が

大丈夫なのか。特に今回のように、こういう不況に陥った時に税収が随分

と減ってくると思いますし、国からの交付税が果たしてどうなるのかなと

いうような疑問点は多々ありますけども、可能な限りどちらがより有利な

のかという判断をしていく上で、非常に重要な視点だろうと思ってます。

それと職員数、将来的な推測は非常に難しいという、これはまぁ理解でき

ないわけではありませんけども、しかしながら人口が15年後には3万9千人

ということですので、今の2割3割減ってくるという中で、当然職員も減っ

てくると思います。その数はいろんな考え方に基づいてということになる

と思いますし、人口減と比例して職員数が減るとは思ってませんけども、

可能な限り、分かる範囲内での、そういう数値を出せるなら出して欲しい

と思います。他にも人口減という中で、少子高齢化の中で、階層が随分と

変わってくると思いますので、人口減っても高齢者がどんどん増えていけ

ば、当然職員の数は他の部分で減っても、福祉分野では増えてくるだろう

ということも想定をされます。他にも色々な指標があると思いますけど

も、可能な限りそういう指標を出していただいて、判断の基準材料にして

いくべきだろうと思います。委員長が冒頭に、あと一回で、ということを

おっしゃっていましたけども、なかなか一回では難しいかなと思いますの

で、その辺をよろしくお願いしたいと思います。 

委員長   ： ご意見とご質問ということで。これまでは、すぐに事務局に回答を求め

たんですけども、本日は委員さん方のご意見に対してのご意見とか、その

ような形で進めてまいりたいと思います。ご質問は、後で事務局に返しま

すので、ご意見をいただければと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。 

委員    ： 関連してですけど、Ａ案の駐車場の問題。これ同じように括られていま

すけど、評価項目。500台ぐらい要るわけですから、ここに集中させる

と。職員の方が遠方から、通勤で歩いてここまで来るということですけど

も。吉原小と丹後文化会館が使われるということですけども、実際歩かれ

ましたか。 

事 務 局 ： これまでからいろんな行事等もありますので、我々も歩いたことはあり

ます。 
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委員    ： 私もこないだ、歩いてみたんです。旧吉原小からここまで来るのに10分

から11分ぐらい。私結構歩くの早いんですけど、約800ｍぐらい。丹後文

化会館の場合、東側に置くんじゃなしに、西側に置かれると思うので、だ

いたい12・13分、約1ｋｍぐらいですね。高田医院の手前までが市役所か

ら500 ｍぐらいですから。天気のいい日はいいと思うんですけども、雨の

日とか風があったり、雪が降ったり、それから炎天下ですね。市役所に来

るまでに職員の方は非常に消耗されるのでは。なんかバスを出すとか、サ

イクリングを使うとかいうのがありますけども。もっと困ってくるのは、

職員の立場から考えますと、夜ですね。女性の方が深夜までかなり遅く残

業されて帰られる場合ですけども。旧吉原小、結構暗いですね。日進の後

ろ側なんて照明がほとんどついてないんで、かなり危ないのではないか。

文化会館も途中まではありますけど、峠登っていくとかなり暗いですし、

あと教職員の方が緊急にちょっと用事があって帰りたいという時にも、1

ｋｍ以上歩いて帰ることを考えた時に、このＡ案って言うのはかなり職員

の方に負担を強いているのではないかなと。市民の方からすれば非常に良

く、駐車場は今、結構詰まってますけども、それは楽になる。職員の方か

らすると、結構負担を感じてるんじゃないかなと思います。ただ、職員の

立場からは、負担は言い難いとは思いますけども、本当にそれでいいのか

なという感じがしました。そうだったら、もうちょっと近くに駐車場を増

やす方法を考えられた方がいい。これが1年間ずっと続くわけですから、

天気のいい日はいいですけども、その辺がどうかなと思っています。以上

です。 

委員長   ： ご意見を賜っていきたいと思います。委員に対してのご意見もあるかも

分かりませんし、また他のご意見も賜りたいと思います。よろしくお願い

します。 

委員    ： 一番最初の時にも、この審議会のあり方、出口入口がよく分からないと

いう意見もあり、私もいまだによく分からない。確かにこの審議会の諮問

が、いわるゆＡ案、Ｂ案の2つの計画があるんで、その検討評価を行うん

だという諮問になっている。この意味というのは、Ａ案、Ｂ案のいずれに

するのか決定してくださいよ、という意味なのか。Ａ案は例えばこういう

問題がある、こういうメリットがある、Ｂ案はこういう問題がある、こう

いうメリットがある、その他の意見としてもこんな意見がありますよと。

これらをまとめて答申したらいいのか、いやいや、それではダメで、Ａ案

かＢ案か決定してください、という意味なのか、そこが分からない。もう

一つ、市長の最初の時の挨拶、前にも私申し上げたんですけども、合併特

例債は確かに期限もあるけれども、合併特例債の期限にこだわらずにと言

われておられましたし、有利な財源として過疎債もあるけれども、過疎債

は全国的に枠があるから、それがあたるか分からない、確約はできないみ

たいなことを言われたと思うんです。だけど過疎債がもらえるように、市
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長に頑張ってもらわんなんとは思うけれども、過疎債は枠があるから駄目

なんだとしてしまうのか。それからもう一つ市長が言われたのが、他にも

有利な財源がこれから出てくるかも分からないと言われたと思うんです

が、確かに以前に地域総合整備事業債というのがありました。あれも起債

を受けてそれを元利償還時に交付税措置がある。非常に有利な起債だった

んですけども、今は確かにないです。だけど将来そういうことがあるかも

分からないというようなことを市長も言っておられたんで、合併特例債の

期限までに整備していかんなんことなのか、そうではないのか、そこらの

ことは市長でないと分からないですけれども、どんなふうなことなんでし

ょうか。それによって、先程あった、あと一回で委員会を終わりにするの

かどうかと思うんです。合併特例債は間に合わへん、最初のスケジュール

でいくと5回で審議してしまわんなん、ということになると、次回のあと1

回しかないわけですから、なんだかんだ言ってられないので、ＡかＢか決

めてくださいということになるわけで、そこらの考え方は。そうではない

ような気もするし、ちょっと分からない。 

委員長   ： 当初に市長から諮問があったのは、先程から事務局が出しておられる本

庁機能集約化の基本方針に基づいて、検討評価をしていただくと。どっち

がいいかっていう評価というのは、どっちが優位か。評価ですから、結論

を出せと言うことではないと私は思っております。二つの案しかないの

で、どちらも駄目だっていう意見もこれまでに出てきてますけども、それ

も含めて答申したらどうかと私は考えています。事務局の方から一言いい

ですか。また元に戻るようなことになってしまうんですけども、ちょっと

その辺だけはっきりして前へ進めたほうがいいかなと思います。 

事 務 局 ： 答申の形としてはどういうものがいただけるのかっていうのは、最終的

にこの審議会の議論で決めていただけたらと思いますけれども、今までか

ら説明していますように、この5・6年かけながらＡ案、Ｂ案というものが

基本計画までお金をかけて進められてきた、という経過がございます。そ

れは本庁機能の集約化ということでのＡ案、Ｂ案ということで、このこと

についてまず評価をしてくださいよ、ということが一つ。その上で、ここ

にも資料2でも書いてますように、今後の庁舎整備、再配置のあり方を議

論していただけたらということです。それは前も申し上げました、例えば

新庁舎を新しい場所に建てたらどうかっていうようなことも、それもある

のかも分かりません。そういう中で合併特例債の話もございましたので、

合併特例債も6つの評価項目の一つとしています。2つになるのかも分かり

ませんけれども、資金計画ですとか整備費というあたりで、これも評価項

目としてこのＡ案、Ｂ案もしくは第3案というものを評価をしていかない

と、思いだけで発言が終始してしまうと、委員から冒頭ありましたよう

に、もっと数値を示すみたいなところで、極力この数値的に表せるように

評価項目を持ちながら、この議論をして頂いてると思ってまして、そうい
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う中で、委員の皆さんでご意見を戦わせて頂きなら判断していただくこと

かなと思っております。 

委員    ： そうなら、本庁機能集約化基本方針に基づく案について、それがどうな

のかという評価をしたらいいということなら、例えば他の案の方が良いと

いうことがあっても当然なわけですよね。どちらかということじゃないわ

けですね。そういうことですね。そうでしたら、うちの区長さん方が色々

と言っていた意見を紹介させてもらったんですけれども、それを踏まえ

て、私はその2つの計画にこだわらずに再検討した方が良いという評価で

す。ちょっと申し上げますと、確かに合併協議の中で、将来的には庁舎の

集約化ということがある。私も合併協議に関わってきたので知ってるわけ

ですけれども。ただ、それから随分と社会は変わってきていると思うんで

す。例えば、今、新型コロナウイルスの感染対策として、大学では対面授

業が一部は再開はされておりますものの、未だにオンライン授業が続いて

おりますし、仕事でもテレワーク、リモートワークが浸透してきているわ

けです。私が就職した時代は、計算するものといえばそろばんでしたし、

印刷する道具といえばガリ版に鉛筆でした。トイレはぼっとん便所という

時代でしたが、今ではそれがパソコンだとかカラーコピー機に代わりまし

たし、トイレが水洗になったり携帯電話やスマートフォンなんか普及し

て、私たちの生活は大きく変わってきたわけです。私の所、まだ下水道工

事が来てませんので、まだぼっとん便所ですけれども、市内のほとんどは

水洗化になってると思います。今後、10年先、20年先というのは、社会の

様子もガラッと変わって、今想像もしていないようなそんな時代になって

ると思うんです。前回、区長さん方の意見を紹介しましたけれども、いつ

どこでどんな事件や事故、災害が起きるかも分かりませんし、全国的に思

いがけないような大きな災害等も現実に発生してるわけです。予想もしな

いような事態に備えて、庁舎の分散配置も考えることは必要なんかなあ

と、そんな感じもしています。それから、急速な人口減少の進展ですと

か、ICTの進化の中で必ずしも庁舎が一箇所になくても、市民局とオンラ

インで繋げばそんなに不自由はないのではないかと思いますので、庁舎整

備のあり方をこれまでの経過・発想にとらわれずに、今一度最初から考え

直してもいいのではないかなと思います。今までの経過、確かに集約化基

本方針に基づくということで、考えられてきとったかも分からんですけど

も、議会の方でもそうだったかも分からんですけども、時代は変わってき

てる感じがするわけです。いつまでも昔のそういった平成16年時代の、そ

ういった発想にこだわっていくんかなという感じです。むしろ、地域の均

衡ある発展という、そういう観点から考えたら一箇所に大きな庁舎を建設

して集約化を図ることがいいのかどうか、私はそんな疑問を感じているわ

けです。私の意見です。 

委員長   ： ご意見を賜りたいと思いますので発言をしていただいたらと思います。 
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委員    ： 実は私の町も、区長さんの一部ではありますけども、代表区長さんを集

めまして、この庁舎整備の関係のお話を少しさせていただきました。代表

区長ですので、5人という制限された人数ですけども、5人が5人とも同じ

ようなことを言っておられた。確かにこの一番ベースになってます集約化

の方針が出た頃、それからこの会議が始まったころ、実際今の情勢と色々

考えてみますと、今年になってから特に今コロナの関係で非常に時代が読

めない、人が集まる密になるということを避けて、そういった仕事からの 

ICT化ということでも機械もかなり進んでまして、ひとつに集まって仕事

をする時代じゃなくって、テレワークみたいな形で分散的に仕事が十分し

ていけれるという時代になってきた。確かに集約化方針が作られた頃は、

コロナのコの字もなかったわけで、当時は庁舎をまとめていって、効率的

な職員の移動についてもそうですし、住民の利用についてもそうですし、

ひとつにまとめていったらというようなことで、集約化の方針が出されて

きたんだろうと思います。この会議が始まった頃は、もう少しコロナが収

まるような傾向が見られた関係もありまして、集約化の考え方も一理ある

のかなと思ったりもしましたが、最近の動向を見ますと、北海道の方の状

況では、やっぱりこうまだまだ収まってなくて、次から次に発生をしてい

るところをとってみましても、この集約化そのものに対して凍結するとい

うのか、今の時代に集約化で突っ走るよりも、コロナであるとか、機械

化、ICT化の波をうまく使いながら、そういった業務のあり方を追求して

いくというようなことで、進めていってはどうかなというような形で、う

ちの地区の意見でしたので紹介させて頂きながら、本当にＡ案、Ｂ案にこ

だわらずに、現状の状況を尊重するような形で、こういった時代ですね、

もうしばらく様子を見ながら進めていってはどうかというようなことを思

っております。 

委員長   ： ありがとうございます。意見いただいたらと思います。よろしくお願い

します。 

委員    ： 最初の方から意見言いたいなとは思ってたんですけど、言ったら最後の

意見になるかなと思って様子を見ながら聞いてたんですけど。最初この委

員会に呼ばれた時、皆さん何々長って付いているような人が集まってる委

員会に参加するのに対して、新しい建物好きの人達が新庁舎を建てようっ

ていう委員会なのかなって思って、新しい建物が建つ利得みたいなのは、

一昔前の考えなんじゃないかなと思っていて、その委員会に参加すること

自体ちょっと憂鬱だなって思いながら。でも自分の意見を伝えたいって思

って、参加させてもらって、そしたら今までの3回とかでも、区長さんで

あったりとか、今皆さんが発言されてた意見とかも、明らかに市役所側の

人たちよりも高齢な方達の方が時代を読んでいるなって正直感じました。

5年前から考えられてることの評価って、じゃあ何で今私たち呼ばれて、

私たちの考えが評価だけに留まって呼ばれてるんだろうっていうことに疑
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問を感じたことと、建物って基本的にアイデアが出た時よりも建つまでの

間の時間で、過去の考え方になってしまうんですけど。例えば、これで庁

舎が出来るってなった時に、出来上がるのが5年後とか、そうなった時に5

年前に出たアイデアが今から5年後に建つっていうことは、その時はもう1

0年前の考えで建物が建つっていうことになると、時代遅れも甚だしいな

と感じています。ここ最近、委員会に出るのがちょっと憂鬱だなって思っ

ていたのが、何を話してもＡ案優位だったりとか、Ａ案かＢ案か評価しな

さいよっていうことに言いくるめられる感があるので、発言するのがちょ

っと辛いなと思っていて、今日も実は来るのが憂鬱だった。人口予測、職

員予測っていうのも、前々から言ってあったし、予測が立てられないでも

立てる努力はできるんじゃないのかなと思っていて、それを立てないのも

Ａ案優位にもっていくためのような気がして。私自身、仕事で結構、市役

所の人と仕事させてもらって、今ふるさと創生職員だったりとか、30番街

にできた未来チャレンジ交流センター高校生の居場所づくりだったりと

か、人に対しての新しいアクションっていうのにすごいポジティブに動い

てる、自慢の市なんです。宮津の人とか、そこら辺の人たちがミップルを

建てたりとか、ミップルの前の道の駅とかにお金を使って、宮津の方は人

にお金を割いてくれない、だから京丹後市が羨ましいって言うのを何人か

に言われたりしていて。でも新しい庁舎ができた時に、結局同じなんじゃ

ないかなと思って。お得な借金って言っても、特例債を使っても15億円で

あれば、10年後とか20年後とか、この建物の老朽化が来た時に、5年前の

過去が今のコロナを予想できなかったように、多分5年後っていうのに予

想できない事態が起こった時に、建物が建ってることの負債というか、建

物がシンボルになるという意見あったと思うんですけど、シンボルってプ

ラスの意味だけじゃなくてマイナスの意味もあると思っていて、東京オリ

ンピックとかも、建てる必要はあったとは思うんですけど、コロナで中止

になっても痛手とかが少なかったりとかすると思うんですけど、建ってし

まってる以上、無理矢理やらなきゃいけないみたいなこととかがあると思

うんです。市役所の同年代の職員の人たちにこの庁舎問題のこととか、あ

とは民間の人とかにも40代ぐらいまでのＵターン・Ｉターンの人に意見を

聞いたりとかしたら、市役所職員の人もそういう議論がされてるっていう

こと知らなかったり、皆が一緒の所で働くことによる仕事効率の向上や人

間関係が良くなるかを聞いたら、同じ庁舎内でも積極的にコミュニケーシ

ョン取ってるっていうことはないから、新しい建物になるだけで仕事効率

が上がるっていうことはないんじゃないかっていうことも、自分たちの仕

事を見ていて客観的にそう言ってくれる人もいました。もちろん、一緒に

なった方が仲間意識ができるんじゃないかみたいなことを言ったりしてる

人もいるんですけど、どういう働き方をするかっていうものに合わせた建

物じゃなければ、なんか本当に無い方がいいと思いますし、今のままにし
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ておいて必要になった時に、あの可能かどうか分からないですけど、機工

場であったりとか空き家だったりとかをリフォームしたような新しい形の

京丹後市の庁舎になったら、すごい面白いまちだなっていうような評価を

受けそうな気がします。まとまりのない話なんですけど、いろんな方の話

を聞いていて感じました。ただの感想です。 

委員長   ： ご意見を賜りたいと思います。いろんなご意見があると思いますので、

自由発言で結構です。 

委員    ： この会議がある前に、全区長さん寄って、意見を聞くっていうのがちょ

っと無理だったので、役員会を開催をさせてもらいました。この委員会の

経過説明をしながら皆さんの意見をお聞かせて頂いて、今回意見提出とい

う形をさせていただいた。役員さんたちの意見というのは、今のままの庁

舎のあり方で特に問題がないじゃないかと。それよりも地域の課題、ここ

にも書かせていただいてるんですけども、下水とか色んな課題があります

ので、そういったものを課題解決してもらう方が大事という意見が大勢で

した。新しく庁舎云々というのは待った方がいいじゃないかというご意見

がありました。それから、今回のこの検討委員会で評価ですね。Ａ案とＢ

案の評価をする必要があるんですけども、この個別評価で事務局案しかで

てないんですけども。話し合う中で、総合的に勘案した時に差異は無いん

じゃないかと。基本的に浸水想定区域の中に、Ａ案、Ｂ案もあるようです

し、Ａ案の方が当然予算もかけて、色んな知恵を入れて新しい計画なの

で、それを個別で評価したら優位になるのは当たり前です。だけど、総合

的に庁舎の再配置、Ｂ案についてもＡ案についても、差異は無いんじゃな

いかというような皆さんのご意見だと感じております。そういうことで、

考察のところが皆さんのご意見が反映されたその表が今日は出てくるかな

と思ってたんですけども、事務局案だけなので何とも言いようがないんで

すけども。どっちも差異は無いじゃないかな、というような意見を出させ

ていただいたというところです。以上です。 

委員長   ： それぞれご意見賜りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

委員    ： 皆さんと違って、私は速やかに再配置すべきであると思います。いつま

でも時間をかけるものじゃない。皆さんの話を聞いてますと、あと5年も6

年も。この問題で何年かけているんですか。決める時は決めるという姿勢

で臨まなきゃいけないんじゃないかな、と私は思っています。Ａ案であろ

うとＢ案であろうと。それぞれ足らないデメリットは、みんなの英知を合

わせれば克服できるものであると信じています。私も区長さん方に投げか

けました。地域の特殊性もあるんでしょう、「ご苦労様です。ははは、お

任せします。」で終わりました。そういう状況であります。私も本当にこ

の会議に来るのが憂鬱です。難しい難しすぎます、いろんな状況がありま

すから。早く結論は出すべきであると、もう悠長に考えるべきじゃないと

いうのが私の意見です。 
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委員長   ： ありがとうございます。どうぞ。 

委員    ： 区長連絡協議会でも、全員の区長さん方に集まっていただくことはでき

なかったんですが、三役でこの庁舎整備検討委員会の話をさせてもらいま

した。私の方から3回までの経過報告と、どう思ってるかなということ

で、意見をお聞きしたということです。あまり意見も出なかったんですけ

ど、事務局の考察、Ａの優位性が高いなということで、Ａ案が良いのか

な、という話はありました。一か所に部局を集中すると、遠い地域もある

し、不便になることが十分考えられる、と意見がありました。各地域の市

民局の位置づけを、やっぱりきちっとしていただいて、近くの市民の方々

が行きやすい、何でもと言うとちょっと語弊があるけども、処理できるこ

とは市民局できっちりしてもらう、という形も十分検討することが必要か

な、ということが出ておりました。他の意見にも出てますけど、とにかく

職員さんの駐車場が遠いということは不効率というか、これは検討せなあ

かんちゃうかな、ということが出ておりましたので報告しておきます。以

上です。 

委員長   ： ありがとうございます。 

委員    ： 地域が8つに分かれてまして、旧村単位での区長会長を集めて、月1回会

議をしています。この問題につきましては、9月の会議の時に、今こうい

う動きがありますよ、ということを伝え、各地域で検討してくださいと投

げかけました。そしてこないだ、11月4日の日に集まりがありまして、そ

の時にどうですかという形で意見を聞いてみたんですけども、増築につい

ては賛成できないというのが大部分の方でした。それから、同じように分

散化するべきだということと、修正Ｂ案っていうのをやるべきだという意

見が出ました。要するに各地域の特色を出すような形であり、本庁機能分

散化した方がいいと。特に久美浜の場合は、農業生産の耕作面積も含め

て、京丹後市のだいたい1/3は久美浜なんです。そうすると、そういった

ものを持ってくることが一番地域の活性化につながるというようなこと

で、修正Ｂを出してほしいということで、事前に打ち合わせを三役でしと

ったんですけども。大部分の区長会長さんが、その方法で提案してもらえ

んだろうか、というようなことで出させてもらってるのがその中身です。

以上です。 

委員長   ： ありがとうございます。意見出して頂ければありがたいです。 

委員    ： 皆さん、色んなご意見があったり、地域性があったり、合併当時の色ん

なそういうものを引っかかりながら、この庁舎問題は出てきてるんかなっ

て思います。私らは一団体なので、たくさん意見はございませんけども、

早く結論はせんと、なんぼでも時間的に取られて、なかなか方向性が決ま

らないと思いますし、仮住まいでされとる部局もあるようにおっしゃられ

てましたし、増築が良いのか、分散型でいいのかって、なかなかご意見を

申し上げるのは難しいです。いつも言うように、市民にとってやっぱり利
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便性があって、使いやすい市行政やと思います。市民局の充実も確かに大

事かなと思いますし、あまり市役所に関係ないので行かない市民の方も結

構おられるんかな、とも聞かせてもらいました。私は農林関係なんで、大

宮が主で、行って仕事の打ち合わせしてますけども。どこにあるのがいい

のかって、なかなか言い難いです。駐車場問題、結構、よその市町の駐車

場って、職員駐車場は遠いです。市民に庁舎の周りは開放して、市の職員

さんは結構歩いてます。綾部でも、河川敷の方に駐車場持っておられた

り、豊岡でも河川敷の方に持っておられたり。結局、市内の中に確保が出

来ないのかも分かりません。そういう中では、職員に苦労をかける部分は

あるかもしれませんけど、それはそれで、地域の状況に応じて考えたらえ

えんかなと私は思っております。事故の問題とか、夜間の問題とかありま

すので、防犯灯を沢山つけるとか、色んな事をすればええんかなと思った

りもしますけども。職員あっての市の行政なので、そこら辺も考えていか

なあかんと思いますけども、他の所では、結構、そんなとこもあると聞か

せてもらってまして、私は感じました。意見にはなってませんけど、早い

こと結論をつけて、前に進んだ方がいいんかなと思っております。 

委員    ： 素晴らしい意見がいっぱい出て難しい。どっちに決めることもないです

けど。海の方でも10年前、エチゼンクラゲがいっぱい増えて底引きの定置

網の方が苦労して、今年もまた出ているようです。何が起こるかわからな

いということで、第1回の時に僕が思ったのが、Ａ案、Ｂ案の両方とも浸

水するということを聞かさせてもらって、浸水しない所に建てたらどうか

なと思いました。皆さんの意見を聞きながら、このままでもいいなと思え

てくることもありますし、もう結論は来月に出すんですか、12月に。そう

ではないということですか。 

委員長   ： 予定としては、そういう予定で考えてます。委員さんのご意見で、期限

がやっぱりあるので、その間に例えば会合をもう1・2回増やせと、合意に

なると思います。我々が与えられた役割としては、そういう日程で与えら

れてますので、無限に我々の権利があるわけじゃなくて、それぞれ委員と

しての任務として、皆さんお受けされたと思いますので、それを無限に変

更は難しいかなと思います。皆さんのご意見によります。 

委員    ： 分かりました。まだ検討中でございます。かなり難しくなりまして、意

見に何を言っていいのか分からん状態になりました。まだ考え中です。す

みません。 

委員    ： その件ですけども、私最初に言いましたけども、4回で終わるのか5回で

終わるのか。一度、委員だけで、非公開で、非公開と言っても当然議事録

は取らんなんと思いますので、テープを置いておくか議事を取る職員だけ

を残して。最初にいろんな説明だけは受けといて、本音の場でしゃべれる

場というのを設けるべきと違うかなと。それでもって最終的なこの検討委

員会としての意見まとまるのかどうか、多数意見、少数意見を併記してだ
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すのかというような手法はあると思いますけども。そういうことを考えら

れたらいかがでしょうか。 

委員長   ： ご意見出されてない委員、あればと思います。事務局、今の意見どうな

んでしょうか。日程的な事とか、非公開も含めて。 

事 務 局 ： 日程は予め予定したのはあるんですが、この委員会の中でもっと議論を

する必要があるということであれば、それは伸ばしていただいても結構で

ございますし、非公開というのも審議会条例の中で、率直な意見の交換と

いうようなことで非公開とすることができる、という規定もありますの

で、あの非公開でこの委員同士で意見を言っていただくというのはできる

と思います。 

委員長   ： 今のご意見に対しまして、どなたかご意見ありますでしょうか。どう

ぞ。 

委員    ： 今の委員のご意見ですけど、やって頂いたらいいんかなって思います。

6町の区長の代表ということで、各々違いますんで、なかなか団体として

も非常に難しい判断。思いとしては、腹割って話をしてもらう方がええん

かなと思ったりします。そういうご意見があるんであれば、私は賛成しま

す。 

委員長   ： 今のご意見なんですけど、これは別途、会合を持つ、ということになり

ますか。事務局どうですか。 

事 務 局 ： 既に1時間半が経とうとしてますので、また委員も全員お揃いでもない

ですし、日程調整したら合うのかどうかという問題もあるんですけれど

も、ちょっと検討いただけたらと思います。 

委員長   ： 皆さん、ご意見を計りたいと思います。非公開で一度というようなこと

で、ご意見を伺う時間を設ける。固有名詞なんかは出しにくいという部分

もあったりもするかも分かりませんので、議事録には載せるという意味で

すので、会合は公開せずにということで、別の日がいいですね。今日欠席

の方もおられますので、別日で。皆さん、異議のある方ございますか。事

務局の方で日程調整していただくということで。そうでしたら、一旦、休

憩します。 

（休憩） 

それでは再開にあたりまして、アドバイザーの先生に、アドバイスを賜

りたいと思います。お願いできますでしょうか。 

アドバイザー： この1時間半でしょうかね、皆様のご意見を聞いて、非常に貴重なご意

見をご発言されてると率直に思いました。この庁舎整備、庁舎再配置につ

いては、非常に重要でありつつも難しい問題です。なので、なかなか判断

ができないってのはごもっともだと思います。当初、私もアドバイザーと

いう形でお受けした際に、どういうこの委員会の方向性を示すのか、非常

に悩ましいなと思いました。委員の皆様もそうだと思います。ただ、委員

会を形成した以上ですね、やっぱり一つの何か方向性は示した方がいいん
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だろうと個人的に思っています。それにあたりまして、これまでの検討の

過程、経緯。Ａ案、Ｂ案って出てますけれども、そういう形での検討の経

緯について、そこからスタートする期間も限られておりましたので、そこ

から議論をスタートして、どちらが優位性があるのかないのか。あるい

は、仮にどちらに優位性があったとしても、もっとこういうことを考えな

きゃいけない、とか。もっとこういうところに配慮する必要があるという

ような形で、ひとつの方向性を定められないかという事務局とのご相談も

しながらですね、そういう方向性の中で議論を進めてきたというところで

ございます。Ａ案、Ｂ案、あるいはその他比較するにあたっては、雑ぱく

になんとなく評価をするのは難しいですので、それを評価項目という形で

要素に分けて、それぞれの項目で比較検討する形で、どちらが優れている

のか優れていないのか、という形で比較をしながらトータルでどちらが優

れてるのかっていう判断をする中で、方向性が定められればと考えた次第

でございます。当然、この評価項目以外にも考慮できていない項目がある

かと思いますし、この委員会では漏れている部分もあるかもしれません。

けれども少なくとも、この委員会で議論に議論を重ねた上で、Ａ案かＢ案

か、仮にどっちかを選んだとしても、今Ａ案をするべきではないというご

意見もあるかもしれませんし、タイミングという問題もあるでしょう。先

ほどコロナの話もありましたし、リモートという話もありましたけれど

も、そういった形で、もしかしたらそういう部分も加味した形で出てくる

かもしれません。少なくとも現時点で我々の議論の俎上に乗っています、

Ａ案とＢ案について、比較をした場合どちらが優れているのか、優位性が

あるのかってことについては、一つの見解は出せるんじゃないかと思って

ます。もし出せないという場合には、おそらく情報が足りない場合がある

んじゃないかと思いますし、或いは何か不足のもの、職員数の話もありま

したけども、そういった情報がもしあれば判断できるのかどうかですね。

その辺りを今一度ご検討いただけないかなって思っております。私はアド

バイザーの立場ですので、皆様の委員の総意を尊重すべきだと思います

し、今後の将来の京丹後市の庁舎のあり方について、尊重すべきだと思っ

ております。ただその議論の進め方ですとか情報の判断の仕方について

は、今一度、スタートの段階を思い出しながらですね、Ａ案、Ｂ案の比較

については多分できるんじゃないかなと個人的に思っておりますので、そ

の辺り議論の進め方として、皆様今一度、立ち戻って考えていただけない

かなと思っております。 

委員長   ： ありがとうございます。 

アドバイザー： 私もアドバイザーという立場でありますので、Ａ案、Ｂ案について、ど

ちらが良いというようなことを申し上げる立場にないと思っております。

第1回目のこの会議の際に、中山市長さんの方からこの委員会に諮問をい

ただいたということで、その諮問内容というのは事務局の方から説明あり



14 

 

ますとおり、基本方針が定められていて、その基本方針に基づく庁舎整

備・再配置について、評価をまずはしてくださいと。この基本方針に基づ

く、より落とし込まれた案というのが、Ａ案、Ｂ案と2案ありますという

ことで、このＡ案、Ｂ案について評価をしてください、ということが求め

られておりますので、まずはこのＡ案、Ｂ案について、何らかの評価をす

る必要があるということです。評価の内容なんですけども、先ほどありま

した通り、評価項目を作って、それぞれの内容について客観的な、数値化

できるものは数値化して、どっちが良いかということを見ていきましょう

ということで、これまで議論してきたわけでありますので。客観的に見た

評価というのが事務局案という形でありますけども、今日の資料3です

ね、これに示されておるものかと思います。繰り返しになりますけども、

Ａ案、Ｂ案について、この委員会で何らか評価、その評価の内容というの

はＡ案はここがいいとか、Ｂ案はここがいいとか、そういうふうにするの

か。それとも、どちらが優位だということにするのか、そこはこの委員会

で、どんな評価がいいのかっていうのは考える余地があるかもしれません

けども。一般的に2案あった場合は、どっちが優位かという言い方するの

が一般的かなって思います。その評価の仕方は、また考えればいいと思い

ますけども、何らかの評価をしていく必要がまずあると思います。その上

で、今までからずっと意見が出ておりますように、Ａ案、Ｂ案以外にも案

があるんじゃないかということも、たくさん意見が出ておりますので、Ａ

案、Ｂ案について評価した上で、違うこんな案もありますよとか、そうい

うことを意見として市長の方に答申していくスタイルが、この委員会に求

められているんじゃないかなって思いますので、今一度その辺を踏まえ

て、進めていっていただいたらいいんじゃないかなと思います。以上で

す。 

委員長   ： ありがとうございます。休憩後、アドバイザーの先生お二人からいただ

きました。我々は評価をして、なおかつ付加的な事を当然やるべきだとい

うお話なんですけども、その辺に対するご意見あるでしょうか。はいどう

ぞ。 

委員    ： アドバイザーの方の話を聞いて、今までの3回の間でＡ案とＢ案を比較

していて、いろんな意見が出て評価されてる中で、すごい個人的な意見な

んですけど、Ａ案もＢ案もどっちも大したことないので、評価できないと

いうのが私の感想です。その評価できないっていうのも結論でいいのか、

Ａ案かＢ案か評価するためだけだったら、もう私次回来なくてもいいかな

って思ってしまうところです。すごいわがままな意見なんですけど、Ｃ案

の可能性が無いっていう言い方にほぼ聞こえるなっていう、先程からＡ案

でもＢ案でもなく、これからの時代の流れを読むっていうような意見が結

構出てたものが、そうじゃなくてＡ案かＢ案にしてくださいねって聞こえ



15 

 

たのは、私だけなのかどうなのかっていうのがあるんですが。すいませ

ん。 

委員長   ： そうでなくて、議論する上で、時代がどんどん流れてると、どこかで時

代を止めて考えなきゃいけないわけですね。どこかで結論を出さないとず

っと先送りです。やはり、どこかで止めながら考えないと結論が出ないと

いう思いもあります。この審議会はいわゆる諮問の中で、ＡとＢとその比

較をしてくださいということで、いろんな議論されて、比較できないとい

うことが出てきております。その他の案も出てきてます。その前に、今ア

ドバイザーの先生から申されたのは、比較出来ない場合は、出来ない理由

をどんどん出してくださいと。まずそれがあると思うんです。それでいろ

んな質問が出てきて、いろんなものを2回・3回と上げていってもらった

と、順番からいうとそういう流れだったんかなと思ってるんです。ある意

味で、ＡかＢかを決めろっていう言い方ではなくて、どちらが優位かって

いう中で、決められないこっちの案もありますよっていうことも答申の1

つになる。あり方ですから。議論の中で、まず決められたらどうですかっ

ていうことでアドバイザーの先生から頂いたように思う。ご意見どうぞ。 

委員    ： 何回も聞くんですけれども、今まで確かに本庁機能集約化基本方針とい

うのがあって、その範囲内での意見でいくのか、いやその中の案が2つあ

るわけですからＡ案、Ｂ案、それを評価する。だから、もう今そんな時代

ではないと違うんですか、というのが私の思いで発言させてもらったんで

す。以前、一番最初の時もお聞きしたんですけれども、この条例、議会の

方で議決、全員賛成で可決された時に、その議会だより5月臨時号で、意

見交換とかずっとあるわけです。これ議会の委員さんの意見、そんなふう

に私読み取れない。例えば、合併特例債の期限を注視した議論ではなくと

か、各団体の代表者として様々な声を持って議論されるべきであるだと

か、集約化だけではなく様々な視点で庁舎のあり方を検討し、将来のまち

づくりを進めていくことを求めるだとか。これあるわけです。議員さんも

そこで傍聴されていますけども、そういうことで議論されとったんかなと

思うんです。集約化基本方針の範囲内で議論するのか、そうではない気も

して、そこがずっと最初から気になって、だから入口、出口はどうなん

か。だから、次の時には5回目なので、意見をまとめていかんなん。だか

ら、まとめ方がどうかと1回目から気になっていた。だから、今いろんな

意見がある中で、それぞれの区長連絡協議会の会長さんにしてみたら、自

分ところの町域の区長や限られた役員かも分かりませんが、やっぱりその

意見を大事にして発表されていると思う。非公開だからこうしましょう

か、にはならない。そしたら、これがまとまっていくなんて、なかなか至

難かなという感じはする。まとめ方としたら、この集約化基本方針に基づ

く案、Ａ案・Ｂ案、共通の部分もあるでしょうし、それからＡ案について

はこうだと、それからＢ案についてはこうだと、それ以外の分庁舎だとか
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分散配置だとか意見もあったわけですから、そういう意見もあったという

ことで、それで私は答申すべきではないかと思うんです。それでもって、

市長が後は政治判断で、議会で最終的に議員さんの意見聞きながら決定す

る。そうでないと、ここで決定するのは難しいと思うんです。私はそんな

ふうに思うんですがどうでしょうか。 

アドバイザー： この委員会で決定する必要ないんですよね。あくまでも方向性という

か、こういう考え方で是非庁舎の整備を考えて欲しいということを提案す

るということなのかなと思っております。そういう意味では、やっぱり具

体的な案が無いと、具体的な検討は出来ないということだと思います。た

だですね、当然ゼロベースでやりますと、議論が発散しますので、なかな

か難しいんじゃないか。期限も5ヶ月ぐらいでしたので、まずは一定の具

体的な案として出ているＡ案とＢ案をベースに、それらについて評価をし

たり、或いは確認をしたり、或いは足りない項目を見ながら、今後の庁舎

整備のあり方というものを提案するということを、我々委員会としてやっ

ていく必要があると思っております。Ａ案、Ｂ案どっちかに決めなきゃい

けないっていうことでもないんですけれども、やはり具体的な案を検討す

る中で、例えばＡ案のこの項目については是非この庁舎整備に活かして欲

しいとか、色々あると思うんです。Ａ案そのままは受け入れられない、或

いはＢ案そのままは受け入れられないとかあるかもしれません。ただその

中でも、浸水はしてもらっちゃ困るとか、いろんなその評価の軸はあると

思います。そういうところをですね、ぜひ委員会の場で議論しながら、そ

の重要な項目であったり、望ましいのはその方向性を具体的に一つに定め

るのが良いんですけれども、それが難しい場合には、その範囲をもった方

向性を提案していくことが、この委員会に求められていると思っておりま

す。それから、もしＡ案・Ｂ案は大したことないというご意見もあると思

います。或いはその判断はそもそも出来ないということもあると思いま

す。そういう場合には、どういう情報があれば判断が可能になりそうなの

か、或いはそもそもＡ案・Ｂ案じゃないＣ案じゃないと困るっていう場合

には、Ｃ案の中にどういうような評価項目であったり、どういう可能性が

含まれていれば代替案としてあがってくるのかですとか、そういう形で議

論を前に進めていくような形でのご提案を是非お願いしたいなと思いま

す。 

委員長   ： 色々な議論があると思います。また元に戻るつもりはないんですけど

も、そもそもＡ案・Ｂ案も長い間、過去にまちづくり委員会だとか色んな

所で検討されながら出てきた経緯があると思いまして、やっぱりそういっ

たご意見も尊重して、評価をしていってあげるべきかなと思いますし、そ

れぞれの案が簡単に出てきたわけじゃないと思いますので、現時点でのそ

れぞれの評価をしてあげて、尚且つ委員会としてはこういった意見がある

ということを答申するべきだと、副委員長さん言われますように。その辺
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も含めて出していったらどうかなと、アドバイザーの方からもご指摘があ

るように、Ｃ案があれば、納得のいくＣ案を出したらいいと思いますけど

も、それが出来る時間はなかなか大変だろうなと思っております。ご意見

いただいたらと思います。 

委員    ： ちょっと乱暴な意見になってしまうかも分かりませんけども。Ａ案・Ｂ 

案の評価ということを、優位という言葉で表現すると、私自身の思いとは

かけ離れた結論になるのかなって思います。なので、このＡ案・Ｂ案の評

価というのを、メリット、デメリットという形で表記、資料3の一番右側

の「考察（事務局）」という部分は表記せずに、Ａ案・Ｂ案に対しての検

討を行った結果、Ａ案に対してはこう、Ｂ案に対してはこうだった、と。

更に、それ以外のＡ・Ｂ以外の思いとして、こういったコロナの時代です

ので、庁舎の整備方針については一旦凍結をして、しばらく様子を見ると

いうような形での意見があった、ということでいっても、Ａ案・Ｂ案に対

して評価をしたということになるんじゃないかと私は思います。以上で

す。 

委員長   ： 今のご意見に対してどうでしょうか。事務局案っていうのを、委員会の

考察ということで、資料3ありますね。この項目ごとにＡかＢかで、それ

ぞれ出して、それぞれ意見はっきりしたらいいんですけども。提出してい

ただくような形でどうでしょうか。そしたら、どちらか判断できない、そ

れもありですので。今まで1回目から3回目の中で、これが大方まとめが出

来たわけですから、それに対しての評価ということで。という委員長から

の提案なんですけど、いかがでしょうか。どうぞ。 

委員    ： 先ほども申し上げましたですけど、考え方としては、前回、今日の会議

までに評価の意見を出してくださいと、僕は理解しとったんです。だか

ら、今日その表といいますか、皆さんの評価が出てくるもんだと思って

た。意見だけじゃなしに。だから委員長さんがおっしゃったように、皆さ

んの評価を書き出さないと、多分出てこんと思います。諮問に対する回答

をしようとすると、何らかの各委員さんの評価が出てこないと駄目だと思

いますので、委員長さんの案には賛成です。 

委員長   ： ご意見いただいたのは、5名の方にご意見いただいて、出してます。他

の方は意見が出てきてないんです。今、委員から出ましたように、もう表

にして、優位かどうかというのを。事務局どうでしょうか、その方向で。 

事 務 局 ： 確認です。Ａ案・Ｂ案でどちらが優位かということで、この項目におい

て、それぞれがということですね。だからどちらかを評価するという、第

3案を持ってくるというのは、次の段階というような意味合いですか。 

委員長   ： 案としては、ＡかＢか。それとも差がないと評価できないの4つです

ね。いいいですかそれで。委員会としては全員にそれを出していただくと

いう方向で進めたいと思いますが。 

委員    ： 今、第3案を云々とおっしゃいましたけど、それはどう。 
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委員長   ： 第3案というのは、その答申の中に第3案が検討できるかって、時間的に

無理でしょ。 

委員    ： 検討はできるんでしょうけども、実際の実務として、仮に第3案をみん

なが安易にいくとなった時には、根底から計画が全部崩れてくるというこ

とになる。 

委員長   ： それはここで判断する問題じゃないと思います。 

委員    ： だから、そのことを答申の中に落とし込んでくるということは、話がや

やこしくなると思います。 

委員長   ： 第3案を出すんじゃなくて、こういう意見があったというものじゃない

と無理だと思います。案じゃなくて。 

委員    ： 案そのものじゃなしに、別の案も考えられる、具体的な案じゃなく。 

委員    ： 分かる。だけど、それを見た市民の皆さんや議員さんが、そうならとな

った時には、手戻りしますよ。そんな良い案があるなら、となった時に。 

委員長   ： アドバイザーどうでしょうか。 

アドバイザー： そのとおりだと思います。この委員会で出来る範囲内で、市長に提言を

すればいいと思っておりますので、もしこの委員会の中で、もし仮に具体

的なＣ案が出てくるのであるならば、そのＣ案も評価をした上で提言すれ

ば結構だと思いますし、それが時間的、或いは議論として具体的に難しい

という場合には、少なくともＡ案とＢ案の評価は出来ると思います。それ

に加えて、附帯的な意見という形で、Ａ案とＢ案を比較すればこうだけれ

ども、こういうような意見を庁舎整備には反映して欲しいとか、或いは今

このタイミングで庁舎整備をするのはストップとか、もし皆さんの総意で

あるならばそういうことも附帯的な意見として付け加えて、市長に提言を

することは可能なんじゃないかって思っております。 

委員長   ： 今、アドバイス頂いたんですが、附帯意見にしても全員の、個人の意見

を出すわけではなくて、この委員会としての意見ということは認識いただ

きたい、と思いますので。その辺は多分一致していると思います。そうで

したら、具体的に事務局として、進め方はどうでしょう。 

事 務 局 ： 皆さんに、もう1回、4つの選択肢でもって答えをいただく。 

委員長   ： そのペーパーを作っていただけますか。そうでしたら、色々ご討議いた

だきまして、次第では評価について、事務局としてはある程度評価をして

欲しいという意見だったんですけども、それは次回に持ち越し、それを皆

さんにご提示して確認いただくという形になると思います。その他に、か

っこ2で、庁舎整備、庁舎再配置のあり方について、なんですが、これに

ついては、またそれぞれのご意見を出して頂いたらいいですか、ペーパー

で。それをもう1回検討しなきゃいけない。今日、ペーパーである程度、5

人の方には出して頂いてますので、それはまとめてあります。その辺りを

含めて、評価を次回までにして頂きながら、最終の討議をしていただくと

いうことで進めていきたいと思いますけども、いかがでしょうか。そした
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ら、本日予定しておりますことは以上のようなことになりますので、議題

につきましてはここで終わりたいと思います。事務局の方にお返ししま

す。 

事 務 局 ： ありがとうございました。ちょっと確認なんですけれども、資料3の「6

つの評価項目とその考察」において、考察のところを4つの選択肢を付け

てご意見をお伺いするということと、合わせてＣ案があればＣ案について

もお尋ねをする。Ａ・Ｂのこの6つの評価項目については、これは考察を

して頂きながら、Ｃ案があればそのＣ案もお聞きする、ということを文章

で出させていただくということでよろしいでしょうか。そういうことでい

いですね。 

委員長   ： よろしいでしょうか。 

事 務 局 ： Ｃ案というのは、例えば今のままでもいいじゃないのかっていうのも、

Ｃ案なのかなと思います。 

委員長   ： 色んな意見があるっていうＣ案です。はい。 

事 務 局 ： そのようにご意見をお伺いをさせていただきたいと思います。というこ

とであれば、次回の日程を次第の5のところにあげております。事務局側

のスケジュールも勘案して、12月16日の水曜日の午前9時30分からという

ことで、市役所の方で予定をさせていただきたいと思います。今ここにい

らっしゃる方でここはダメだっていう方いらっしゃいますか。今のところ

大丈夫でしたら、スケジュールを押さえていただけたらありがたいと思い

ます。ここに向けて、また意見を手紙で出させて頂いてお伺いをして、い

ついつまでにまたお返事をいただくということで、それを取りまとめさせ

ていただきながら次回の第5回を行うということで。委員だけで非公開で

というのは、とりあえず見送りながらということでよろしいでしょうか。 

委員長   ： 非公開の話はどうでしょうか。もういいですか。はい、ではもうそのま

ま第5回。 

事 務 局 ： そうでしたら、そのようにさせていただきたいと思います。場合によれ

ば、第5回で終わらなければ第6回も考えさせていただきたいなと思ってお

りますので、非常にこの会議に来るのが憂鬱だとか、意見が通らないよう

だったら次回は欠席するだとか、というようなご発言をお伺いし、非常に

重い会議で申し訳ありませんけれど、お付き合いを頂きたいと思います。

委員会としての答申を、先程こんなような姿でどうだということがあった

と思いますけれども、次回そこまで進めるのか分かりませんが、答申案み

たいなものも示しながら議論をしていただく方が時間はかからないのかな

と思っております。5回の12月16日にそれを出すかどうかというのは、今

の段階ではどんなご意見が出てくるかということも含めての話になります

ので、意見を頂いてから考えていけたらと思っております。ひょっとし

て、来年に第6回ということでお集まりをいただくようなことも、予定と

しては考えていきたいと思っておりますので、是非宜しくお願いします。
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そうしましたら、以上をもちまして本日第4回の委員会を終了いたしま

す。閉会にあたりまして、井本副委員様からご挨拶をいただきます。よろ

しくお願いします。 

副委員長   ： 今日も皆さんには多くの意見を頂きました。活発な議論になって良か

ったなと思っております。庁舎はまちづくりを進めるために、非常に重要

な役割を果たすものだと思いますし、市民の利便性が高くて、また災害に

強い施設でなければならないことはもちろんですけれども、財政支出の軽

減なども考えて、将来に悔いを残さない庁舎が整備されることを私は願っ

ております。当初、この委員会は開催予定が5回ということでしたので、

あと1回で最後だというふうに思っておりましたけれども、まあ議論がこ

うして白熱して、ひょっとしてもう1回ぐらい追加があるのかなあという

ような話も出ました。私としたらあと1回で終わって欲しいなと思うんで

すけれども。それは次回の様子でということのようです。庁舎の問題とい

うのは、各地区の地域づくりに大きな影響を及ぼす大切な問題ですので、

委員の皆さんが真剣にこう考えられて、議論されているその現れだと思い

ます。ただ、皆さん方、非常にお忙しい方ばかりで、これまでに全員が出

席されたことは無かったんではないかなと思いますが、次回は最後になる

のかどうか分かりませんけれども、是非とも委員さんが全員が揃って、議

論が行われて、皆が納得できるような委員会の締めくくりができればあり

がたいなあ、そんなふうに願っております。新型コロナウイルスの関係

も、go to トラベルとかgo to イートといったキャンペーンが展開され

て、冷え込んだ経済の立て直しが図られておりますが、人との行き来も多

くなってきておりますし、これから冬にかけてインフルエンザとの関係が

どのようになるのか心配にもなります。委員の皆さんも新型コロナに加え

てインフルエンザにも感染しないよう十分注意をして頂き、今後の委員会

に備えていただきたいと思います。本日はご苦労様でした。ありがとうご

ざいました。 

事 務 局 ： ありがとうございました。委員の皆様、大変お疲れ様でした。どうぞお

気をつけてお帰りいただきますようお願いします。 


